
 Ⅱ．会の方針  
障害学において、「障害とは何か」という突き詰めがなされないまま、議論の煮詰めもな

されないままでした。そこから起きる混乱が、「障害者運動」の方向性を見出していく作業
を妨げていました。イギリス障害学が障害の医学モデルから「社会モデル」への転換をなそ
うとしました。しかし、もう一段掘り下げた作業をなしえぬまま、医学モデルへの舞い戻り
という事態が起きているようです。また、各国で差別禁止法とか「解消法」が作られていま
すが、そこでのモデルは結局医学モデルでしかない状態です。この「会」でやろうとしてい
る議論・研究は、障害問題を解決していくための「障害者運動」のための理論形成の作業で
す。「会」としては「社会モデル」から更に、関係モデルへの転換を提起しています。実は、
日本の「障害者」の間では、既にこの議論を先取りするような議論もなされていました。そ
のことが整理されないままになっています。改めてそれらのこともとらえ返しながら、議論
をすすめて行きたいとも思っています。また、障害と差別はかなり重なる概念です。他の反
差別運動の中での議論や認識論的議論も織り込みながら、議論を進め理論形成していきま
す。そして、「差別はなくならない」とか「社会の基本構造は変わらないという意識が、今
のこの社会を覆っていきます。そういう中で、今の社会の枠組みに限定した議論になってい
き、そのことが論の深化を妨げる事態も生じています。だから、過去の社会を変えようとい
う運動の総括も必要になっています。そのことにも、差別ということをキー概念としながら
議論・深化していきたいと考えています。(文責 三村) 


